
平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

【事業企画】 には、予定価格積算の期間も含む

・原則として、工事完成時期等を考慮して、企画立案を行う。
・現地調査を踏まえ、敷地の都市計画上の用途地域に基づき、規模・構造等を設定 は、週休２日とし、約１３ヶ月と想定

・予定敷地が文化財包蔵地の場合は、県・市の文化財担当部局と打合せ（予算・期間等）
・予定敷地に関するインフラ事業者（道路・鉄道・ガス・水道・下水道・電力・通信等）との打合せ（費用・期間等）
・移転等の時期・期間の確認
・既存庁舎の解体の考え方（引き続き使用するのか、解体するのか）

【要求】
・各種期間を積み上げで予算要求年度・時期を設定（単年度、複数年度）

【予定敷地に文化財がある場合】
（パターン１）
・文化財担当部局との事前打合せにより、埋蔵文化財発掘調査の期間が見込まれた場合

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

（パターン２）

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

工期設定のイメージ図

新営庁舎の場合

工期設定の基本的考え方（調査・設計段階）
施設名 規模・構造

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期

一般庁舎
の場合

施設名 規模・構造
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

第4四半期 第1四半期第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

・文化財担当部局との事前打合せを行わずに、工事を発注し掘削中に埋蔵文化財が確認された場合、工事一時中止・文化財発掘の費用増・工期延期の費
用増となる。

第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
施設名 規模・構造

設計期間
設計発注

予算要求 工事発注手続期間 工事期間

設計期間設計発注

予算要求
工事発注手続期間 工事期間

文化財発掘調査期間 発掘資料整理期間

設計期間
設計発注

予算要求
工事発注手続き期間 工事期間

文化財発掘調査期間

敷地調査

発掘資料

整理期間

工事発注手続期間

工事期間

工事 工事一時中止

工期延期
工事一時中止、文化財発掘

費用、工期延期の費用増

調査・検討

項目例

敷地調査

敷地調査



平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

【調査段階】
事業企画の内容を再度十分に確認

・敷地や施設の現況等を適切に反映するため、事前の調査を十分に実施
・敷地の都市計画上の用途地域等の再確認
・予定敷地が文化財包蔵地の場合は、県・市の文化財担当部局と打合せ（予算・期間等）
・予定敷地に関するインフラ事業者（道路・鉄道・ガス・水道・下水道・電力・通信等）との打合せ（費用・期間等）
・移転等の時期・期間の確認
・近隣、建物利用者等に理解を得るための期間を考慮

【設計段階】
・設計、入札手続き、施工に要する期間
・発注後の現場の手戻りを無くすために、図面審査を確実に実施
・要求性能を明確に反映した設計図書の作成
・施工段階で要求性能の確認等を要するものは、設計図書に明示

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

工期設定の基本的考え方（調査・設計段階）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
施設名 規模・構造

設計期間
設計発注

手続期間 工事発注手続期間 工事期間

調査・検討

項目例

敷地調査



【調査及び設計段階（１）-③】
・近隣、建物利用者の同意が得られない場合、工事着手できず、工事一時中止となり、工期延期が必要となる。

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

【調査及び設計段階（３）】
・設計図書の条件明示等が不明確で、現場の施工が工程どおり施工できない場合、工期延期が必要となる。

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

【施工段階（３）】

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

RC-3 3,000 ㎡

施設名 規模・構造
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期

工期設定の基本的考え方（調査・設計段階）
施設名 規模・構造

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期

一般庁舎
の場合

・建築、電気設備、機械設備の分離発注工事において、建築工事の工程変更が設備工事の施工業者に伝わらず、予定していた設備工事を行うことができな
い期間が発生し、工事の完成が遅延した場合、工期延期が必要となる。

工期設定の基本的考え方（施工段階）
施設名 規模・構造

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

設計期間
設計発注

手続期間 工事発注手続期間 工事期間

工期延期

設計期間設計発注

手続期間
工事発注手続期間 工事期間

設計内容が不明確で施工どおりに施工できないため 工期延期

工期延期の費用増

工期延期の費用増

近隣、建物利用者との調整

設計期間設計発注

手続期間
工事発注手続期間 工事期間

建築工事の工程変更が、設備業者に伝わらず、受電時期が遅れ、試

運転調整期間の必要日数が確保できないため

工期延期の費用増

敷地調査

敷地調査

敷地調査 工期延期



【入札契約段階（１）】

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

改修工事

・耐震改修

・内外部改修

・建具改修

【入札契約段階（１）】

平成M年度 平成M＋１年度 平成M＋２年度 平成M＋３年度 平成M＋４年度

改修工事

・耐震改修

・内外部改修

・建具改修

改修工事の場合

・工事の入札手続きにおいて、発注者が事前にアスベスト調査を実施し、「アスベスト粉じん濃度測定の有無」の質問に対して、測定不要と回答した工事。

工期設定の基本的考え方（入札契約段階）
施設名 規模・構造

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

工期設定の基本的考え方（入札契約段階）
施設名 規模・構造

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

一般庁舎
の場合

・工事の入札手続きにおいて、「アスベスト粉じん濃度測定の有無」の質問に対して、事前調査結果を十分確認せずに測定不要と回答した工事で、工事着
手後にアスベスト含有建材が発見され、追加の調査等により工事の遅延が生じて、工期延期が必要となった。

第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

工事発注

手続期間
工事期間

工事発注

手続期間
工事期間

工期延期
工期延期の費用増

設計期間

設計期間
工

事

アスベスト撤去の費用増、調査・届出等

の時間が必要となり、一時中止

アスベスト除去工事

期間が必要となる


